
条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

　  非上場分 1.6
100

　  上場分 1
100

3
100

３．株式等に係る譲渡所得等

　に対する税率

 × 1.6
100

(2) 短期譲渡所得

（イ）課税長期譲渡所得

　　　6,000万円超

　　　78万円＋（課税長期譲

　　　渡所得－6,000万円）

（ア）課税長期譲渡所得

　　　6,000万円以下 1.3
100

　て所有期間が10年を超える

　一定の居住用財産を昭和63

  年４月１日以降に譲渡した

　場合の長期譲渡所得

　　　 × 1.6
100

ウ　その年の１月１日におい

（イ）課税長期譲渡所得

　　　2,000万円超

　　　26万円＋（課税長期譲

　　　渡所得－2,000万円）

（ア）課税長期譲渡所得

　　　2,000万円以下 1.3
100

　所得 1.6
100

イ　優良住宅地等の譲渡所得

２．土地建物等の譲渡所得に

　対する税率

(1) 長期譲渡所得

ア　優良住宅地等以外の譲渡

4
100

    課税所得700万円を超え

  る金額 3
100

１．課税所得700万円以下の

　金額 2
100

　  上場分 1.2
100

３．株式等に係る譲渡所得等

　に対する税率

　  非上場分 2
100

(2) 短期譲渡所得
3.6

イ　優良住宅地等の譲渡所得

（イ）課税長期譲渡所得

　　　渡所得－2,000万円）

　　　 × 2
100

（ア）課税長期譲渡所得

　　　2,000万円以下 1.6
100

均等割　  年　　 1,000円

ア　優良住宅地等以外の譲渡

２．土地建物等の譲渡所得に

　対する税率

(1) 長期譲渡所得

所得割

１．課税所得金額

　所得

１    税　率　一　覧　表

県民税

個人

免税点税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

（減免）左に同じ

2
100

　　　2,000万円超

　　　32万円＋（課税長期譲

ウ　その年の１月１日におい

　て所有期間が10年を超える

　一定の居住用財産を昭和63

  年４月１日以降に譲渡した

　場合の長期譲渡所得

（ア）課税長期譲渡所得

　　　6,000万円以下 1.6
100

（イ）課税長期譲渡所得

１．賦課期日

  個人の市町村民税

に準ずる

  　１月１日

２．納　期

100

 　 個人の市町村

  民税の納期と同

　じ

　　　渡所得－6,000万円）

 × 2
100

　　　6,000万円超

　　　96万円＋（課税長期譲
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

資本金等の額が１億円を超え

資本金等の額（資本金の額又

え１億円以下である法人（公

共法人等を除く）

資本金等の額が１千万円を超

年

800,000円年

資本金等の額が10億円を超え

50億円以下である法人（公共

法人 均等割 左に同じ

540,000円

は出資金の額に資本積立金額

を加えた金額（保険業法に規

定する相互会社にあっては純

資産額）。以下同じ）が50億

円を超える法人（公共法人等

を除く）

免税点税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

法人税法による法 （減免）

益法人等で均等割

４．社会事業又は公

人税の申告期限

　人格のない社団

等で法人税を課さ

　理人の定めのある

平成22年８月31日まで

に終了する事業年度分

130,000円

その他の法人

法人等を除く）

法人等を除く）

年

　を受けた者

　団で代表者又は管

　下記のうち知事が

必要と認める者

１．民法第34条の法

　益事業を行う法人

　でない社団又は財

　もの

５．天災その他特別

　の事情により被害

毎翌月10日

のみを課されるも

の

毎翌月10日

　 ４月30日

翌年の１月10日

  人

２． 地方自治法第

  260条 の２第１項

　の認可を受けた地

　縁による団体

３．特定非営利活動

　促進法第２条第２

　項に規定する法人

れないもの及び公

100

5
100

平成７年９月１日から

10億円以下である法人（公共

5.8

年 50,000円

年 20,000円

法人税割

億円超のもの、又は法

利子割 支払を受ける利子等の額の

平成21年３月31日まで

の間に支払を受ける一

5

平成16年１月１日から

等配当等の額の 5

配当割 支払を受ける一定の上場株式

左に同じ

100 1,500万円超のもの

左に同じ

人税割の課税標準が年

について資本金の額若

しくは出資金の額が１

得割 　

支払を受ける一定の特定口座

における上場株式等の譲渡に

よる所得等の額の 5
100

株式等

100

平成16年１月１日から

平成20年３月31日まで

譲渡所

左に同じ

等 3
100

定の上場株式等の配当
3

の間に支払を受ける一

定の上場株式等の配当

等

左に同じ

100
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

　各号に掲げる障害

(3) 法施行令第７条

　を受ける者

　のため公私の扶助

その他のもの

所得の 5
100

(3) 第三種事業

　　法第72条の２第９項第４.

　５.７号に該当するもの

所得の 3
100

(1) 第一種事業所得の 5
100

(2) 第二種事業所得の 4
100

 得等 3
100

 平成19年12月31日まで

 の間に行われた一定の

 特定口座における上場

 株式等の譲渡による所

所得の 5
100

所得の 3
100

その他のもの

(2) 第二種事業所得の 100

(3) 第三種事業

　及び７号に該当するもの

　　法第72条の２第10項第５

5
100

 平成20年12月31日まで

 の間に行われた一定の

 特定口座における上場

 株式等の譲渡による所

100

(1) 天災その他特別

  の事情により被害

　を受けた者

(2) 貧困により生活

　難であるもの

　者で生活が困難で

  あるもの

(4) (2)及び(3)以外

　の者で生活が困難

　であるため事業税

　の負担が著しく困

　もの

（減免）

  下記のうち知事が

必要と認める者

３．過疎地域内にお

　いて畜産業又は水

　産業を行う者で条

　例の適用を受ける

　の規定によるもの

　の適用を受ける設

　備であって、条例

き 　表の第１号の規定

年の中途において

11月30日

８月31日

知事が定める日

第２期

事業を廃止したと

11月15日～　　

２．過疎地域内にお

　法第12条第１項の

　いて租税特別措置

　又は生業扶助を受

　定による生活扶助

　ける者

（免除）

１．生活保護法の規

事業税

個人

(1) 第一種事業所得の

4

第１期

3

８月15日～　　

 得等

 平成16年１月１日から

免税点税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

 平成16年１月１日から
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

　　の ( )100 100

5.15

　　所得のうち年800万円を

　  超える金額及び清算所得

　  超え800万円以下の金額

　　の ( )100 100
7.519

　　所得のうち年800万円を

　  超える金額及び清算所得

　　所得のうち年400万円を

7.416

　　所得のうち年400万円以

)100 100
5　  下の金額の

の

　の日の前日

　1,000万円以上のもの

(2) その他の事業を行う法人

特別法人〔(3)を除く〕

　　所得のうち年400万円以

　  下の金額の ( )100

　　各事業年度終

　了の日から２か

　定した日から１

（免除）

　過疎地域内におい

て租税特別措置法第

45条第１項の表の第

１号の規定の適用を

受ける設備であって、

条例の規定によるも

　きない場合には

３．（法第72条の

　29第1項の法人）

　知事の承認によ

　り３か月以内

　　事業年度開始

　の日から６か月

　を経過した日か

　ら２か月

４．（法第72条の

　30第1項の法人）

　　残余財産分配

　31第1項の法人）

５．（法第72条の

　の額又は出資金の額が

(3) 三以上の都道府県におい

　て事務所又は事業所を設け

　　資本金等の額の

　て事業を行う法人で資本金

9.6 9.888

7.3

　  けて事業を行う法人

100

(

その他の法人〔(3)を除く〕

5.665

　　三以上の都道府県におい

　  て事務所又は事業所を設

　  　所得及び清算所得の

　　の 100
7.416

　　の 100

　  下の金額の 100

　　所得のうち年400万円を

　  超え800万円以下の金額

3.914

　所得割

　　所得のうち年400万円以

0.206
100

免税点税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

法人 (1) １．（法第72条の

　　各事業年度終

電 気 供 給 業

ガ ス 供 給 業 　25第１項又は法

　第72条の28第１

を行う

法人

6.6 6.798

　  超える金額及び清算所得

　　の ( )100

保 険 業

収入金額の 1.3 (

左に同じ

0.4944

　会計監査人の監

 査を受けなけれ

5 5.15

資本金１億円超の普通法人

　付加価値割

　項の法人）

　　所得のうち年400万円を

　資本割

　了の日から２か

　月

　ばならないこと

100

　　ただし、法第

　により知事の認

　めたものはその

　指定した日

　72条の25第２項

)100 100

　対する税率 100

1.339

100

　か月

　等の理由により

　いため上記期間

２．（法第72条の

　26第1項の法人）

　中に申告納付で

　決算が確定しな

　　残余財産の確

　月

特別法人

　　所得及び清算所得の
6.6 ( 6.798 )100 100

その他法人

　　所得及び清算所得の
9.6 ( 9.888 )100 100
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

の住宅以外の家屋の取

得 3.5
100

12万円未

満

満

家屋

(建築分)

23万円未

満

(その他)

課税標準

について

土地

10万円未

標準とするものにあっ

（　）は平成10年２月

額が１億円超のもの、

又は所得が年5,000 万

円超（収入金額を課税

１日から平成22年１月

31日までに終了する事

業年度分について、資

免税点税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

ては４億円超）のもの

に適用する。

定の適用を受ける家

屋及びその敷地であ

る土地であって、条

例の規定によるもの

左に同じ

もの

項の表の第１号の規

100

　過疎地域内におい

て租税特別措置法第

12条第１項の表の第

１号又は第45条第１

を受けた者等のうち

知事が必要と認める
平成21年３月31日まで

（免除）

不動産

取得税

価格の 4
100

平成18年４月１日から

域から引き取る日

知事が定める日 （減免）

　天災等により災害

　課税期間の末日

　の翌日から２か

　月

課税貨物を保税地

１．個人事業者

　課税期間の翌年

　３月末日

２．法人事業者

貨物割

消費税

課税資産の譲渡等に係る消費
25

譲渡割
100

地　方

課税貨物に係る消費税額の

左に同じ

左に同じ

3

左に同じ

25

本金の額又は出資金の

平成18年４月１日から

平成20年３月31日まで

の住宅又は土地の取得

100

県たば

こ税　　（旧３級品の紙巻たばこに

1,000本につき1,074円 平成18年6月30日まで

 平成15年７月１日以降

 の売渡し等分   

 1,000本につき969円

毎翌月末日  （免除）

１．輸出又は輸出の

　目的で行われる輸

　の船舶又は航空機

　出業者に対する売

　渡し

２．本邦と外国との

　間を往来する本邦 本につき461円)

　ついては、1,000本につき

　511円）

 （旧３級品の紙巻たば

 こについては、1,000
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

　体障害者若しくは

2.5ℓ

超 以下

　の事情により被害

  るもの

（減免）

１．天災その他特別

２月末日までの間

に申請をしたとき

　用に直接供する自

　動車で知事の認め

の規定による登録

を賦課期日後翌年

５月31日

　道路運送車両法

第７条<新規登録>

１．商品であって使

　用しない自動車

２．消防専用自動車

　及び救急専用自動

　車

３．もっぱら公益の

２．納　期

 　 ５月１日～　

１人１日につき 毎翌月末日

950円

800円

　 １級 1,150円

400円

　 ４級

　 ５級

3ℓ

 年額

 年額

15,700円

 年額 13,800円

2.5ℓ 以下

以下

税

１．乗用車

　営　業　用

 年額

1ℓ 以下

1.5ℓ

 年額

　課された製造たば

　この売渡し又は消

自動車 １．賦課期日

　費等

ゴルフ

場利用

税

（免除）

　 ３級

　適しないと認めら

　れる製造たばこの

　廃棄

４．既にたばこ税を

免税点税　目 納　　　期税　　　　　　率 税　　　　　　率

　品として積み込む

　ための売渡し

３．品質悪変又は破

　損等のため販売に

3.5ℓ 以下

1.5ℓ

1ℓ 超 以下

8,500円

2ℓ

3.5ℓ 超 4ℓ 以下

 年額 20,500円

4ℓ 超 4.5ℓ 以下

　に船用品又は機用

 年額 23,600円

4.5ℓ 超 6ℓ 以下

   利用

 ３．早朝等の利用

 以上に該当するものは２

 年額 27,200円

　登録の申請をし

　 ２級 1,100円

 分の１の税率を適用する

　　総排気量

 １．65歳以上70歳未満の

   者の利用

 ２．一定の競技会による

　 ６級

　 ７級

650円

500円

た日

 年額 17,900円

7,500円

2ℓ 超

3ℓ 超

9,500円

超

　者が所有する自動

　車で自ら運転する

　もの、又は重度身

左に同じ

１．左に同じ

　を受けた者のうち、

　知事が必要と認め

　るもの

２．一定の身体障害

 　 ４月１日

 本につき511円)

 こについては、1,000

 （旧３級品の紙巻たば

 1,000本につき1,074円

平成18年7月１日から

1,000本につき898円

 平成18年７月１日以降

 の売渡し等分   
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

　　７ｔ超８ｔ以下

　　４ｔ超５ｔ以下

　　５ｔ超６ｔ以下

　　６ｔ超７ｔ以下

 年額 25,500円

18,500円

 年額 22,000円

 年額

 年額 15,000円

 年額 9,000円

 年額 12,000円

 年額 111,000円

 年額 6,500円

　　１ｔ以下

値を総排気量とみなして上

記の区分を適用する。

ロータリーエンジンを原動

機とする自動車については、

エンジンの総容積にロータ

 年額 88,000円

6ℓ 超

76,500円

4.5ℓ 超 6ℓ 以下

 年額

　者の利用に専ら供

　するためのものと

 年額

 年額 51,000円

3ℓ 超 3.5ℓ 以下

2.5ℓ

　要と認めるもの

４．中古自動車販売

　車のうち、知事が

　業者が、賦課期日

　において商品とし

　て所有し、かつ、

　展示している自動

　認められる自動車

　のうち、知事が必

34,500円 年額

1.5ℓ 超 2ℓ 以下

超 4.5ℓ

　　１ｔ超２ｔ以下

　　２ｔ超３ｔ以下

　　３ｔ超４ｔ以下

２．トラック

　営　業　用

　最大積載量

税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

　必要と認めるもの

　する自動車（重度

　身体障害者で年齢

　18歳未満のもの又

　計を一にする者が

　所有する自動車を

　介護する者（当該

　重度身体障害者又

　自動車で、当該重

　ついて１台に限る）

 年額 40,700円

　は精神障害者と生

免税点

　　総排気量

1ℓ 以下

　自　家　用

 年額 29,500円

　精神障害者が所有

　精神障害者を常時

　含む）で当該重度

　身体障害者又は精

　神障害者のために

　同一生計者が運転

　するもの及び身体

　障害者又は精神障

 年額 39,500円

2ℓ 超 2.5ℓ 以下

45,000円

以下超

　度身体障害者又は

 年額 58,000円

3.5ℓ 超 4ℓ 以下

4ℓ

　害者のみで構成さ

　れる世帯の重度身

　体障害者又は精神

　障害者が所有する

3ℓ

以下

 年額 66,500円

２．左に同じ

　は精神障害者と生

　計を一にする者を

　除く）が運転する

　もののいずれかに

　と認めるもの（以

　上いずれも１人に

　うち、知事が必要

　該当する自動車の

３．構造上身体障害

 年額 29,500円

6ℓ 超

1ℓ 超 以下1.5ℓ

ーの数及び1.5を乗じた数
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

 年額 30,000円

　　４ｔ超５ｔ以下

 年額 25,500円

　　５ｔ超６ｔ以下

16,000円

　　３ｔ超４ｔ以下

 年額 20,500円

 年額

　　小型自動車に属するけん

　　引車

 年額 7,500円

 年額 15,100円

 年額 3,900円

　　普通自動車に属するけん

　　引車

以下

 年額 7,500円

　自　家　用

 それぞれの年額に

 3,700 円を加算し

 た額

1ℓ

 た額

 4,700 円を加算し

　最大積載量

　　１ｔ以下

 年額 8,000円

税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

　　８ｔ超

年額29,500円に８tを

　　１ｔ超２ｔ以下

 年額 11,500円

　　２ｔ超３ｔ以下

免税点

円を加算した額

　　最大乗車定員が４人以上

　　であるもの

　　８ｔ超の被けん引車

年額7,500円に８tを

超える１t毎に3,800

超える１t毎に4,700

円を加算した額

　　小型自動車に属する被け

　　総排気量 超 1.5ℓ

　　総排気量1.5ℓ

 6,300 円を加算し

 た額

超

 それぞれの年額に

 それぞれの年額に

　　総排気量1ℓ 以下

　　ん引車

　　普通自動車に属する最大

　　積載量８t以下の被けん

　　引車
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

 年額 17,500円

３．左に同じ

 年額 10,200円

年額10,200円に８tを

超える１t毎に5,100

３．バス

　営　業　用

 年額

 年額 20,600円

 年額 5,300円

免税点

　　ん引車

　　普通自動車に属する最大

税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

　　小型自動車に属するけん

超える１t毎に6,300

円を加算した額

　　小型自動車に属する被け

　　８ｔ超の被けん引車

　　総排気量

 それぞれの年額に

1.5ℓ 超

 8,000 円を加算し

 た額

　　普通自動車に属するけん

　　引車

　　引車

　　７ｔ超８ｔ以下

　　６ｔ超７ｔ以下

　一般乗合用のもの

　定　員

　　30人以下

　　８ｔ超

以下

円を加算した額

　　であるもの

 5,200 円を加算し

　　最大乗車定員が４人以上

12,000円

　　30人超40人以下

 年額 14,500円

　　40人超50人以下

 年額 35,000円

　　積載量８t以下の被けん

　　引車

 年額 40,500円

 年額 10,200円

年額40,500円に８tを

 それぞれの年額に

　　総排気量1ℓ 以下

 た額

 た額

 それぞれの年額に

 6,300 円を加算し

　　総排気量1ℓ 超 1.5ℓ
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

 年額 20,000円

　　80人超

41,000円

　　60人超70人以下

 年額

　　50人超60人以下

44,000円

 年額 38,000円

　　50人超60人以下

　自　家　用

 年額 6,000円

22,500円

　　70人超80人以下

 年額 25,500円

 年額 32,000円

 年額 29,000円

　一般乗合以外のもの

26,500円

　　30人超40人以下

 年額

　定　員

　　30人以下

 年額 4,500円

　営　業　用

４．三輪の小型自動車

税　目 納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

 年額 65,500円

 年額 74,000円

 年額 83,000円

免税点

　　60人超70人以下

　　70人超80人以下

　　80人超

　　60人超70人以下

　　40人超50人以下

 年額 50,500円

 年額

　　70人超80人以下

 年額 57,000円

 年額

　　50人超60人以下

　定　員

　　30人以下

　　40人超50人以下

　　30人超40人以下

 年額 33,000円

４．左に同じ

 年額 57,000円

　　80人超

 年額 64,000円

 年額 49,000円

　自　家　用
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

　　減

　　動車のうち

　　電気自動車、メタノール

　　自動車、天然ガス自動車

　　　通常税率の概ね50％軽

　　電気自動車、メタノール

６．グリーン化税制

    平成18年４月１日から

　　動車のうち

　　に新車新規登録された自

3.5ℓ 超 4ℓ

4.5ℓ 超 6ℓ

 年額

 年額

4ℓ 超

　　 総排気量

1ℓ 以下

 年額 23,600円

免税点

　　キャンピング車

　　そ　の　他

 年額 10,100円

　自　家　用

　営　業　用

 年額 13,500円

納　　　期

 年額 88,800円

 年額

2.5ℓ 超

3ℓ 超 3.5ℓ 以下

 年額

前 年 度 の 税 率

 (1)　税率の軽減

    平成17年４月１日から

　そ　の　他

 年額 70,400円

6ℓ 超

６．グリーン化税制

2ℓ

    平成18年３月31日まで

税　目

 (1)　税率の軽減

    平成19年３月31日まで

　　自動車、天然ガス自動車

　　　通常税率の概ね50％軽

　　減

税　　　　　　率

　　霊きゅう車

５．特種用途自動車 ５．左に同じ

　　に新車新規登録された自

1ℓ 超 1.5ℓ 以下

 年額 40,800円

 年額 27,600円

1.5ℓ 超 2ℓ 以下

 年額 31,600円

 年額 36,000円

超 2.5ℓ 以下

3ℓ 以下

18,400円

以下

46,400円

以下

61,200円

53,200円

4.5ℓ 以下

値を総排気量とみなして上

記の区分を適用する。

ロータリーエンジンを原動

機とする自動車については、

エンジンの総容積にロータ

ーの数及び1.5を乗じた数
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

　　　　５月31日 必要と認めるもの

　　 は100アールとみなす。

左に同じ １．賦課期日 （減免）

 　 ４月１日 　天災その他特別の

２．納　期 事情により被害を受

けた者のうち知事が

　　課

免税点

　　減

　　　通常税率の概ね25％軽

　　減

　　平成17年排出ガス基準75

　　％以上達成かつ燃費基準

　　＋５％以上達成車

　　平成17年排出ガス基準50

納　　　期

　　ＰＧ車

　　　通常税率の概ね10％重

　　新車新規登録されたディ

　　ーゼル車、平成５年３月

　　31日までに新車新規登録

　　されたガソリン車及びＬ

前 年 度 の 税 率

　　　通常税率の概ね50％軽

　　平成７年３月31日までに

　　達成車

 　 ５月15日～　

　　％以上達成かつ燃費基準

　権の鉱区

    試掘鉱区100アール毎

 年額 200円

 (2)　税率の重課

税　目

鉱区税

税　　　　　　率

　　減

　　平成17年排出ガス基準75

　　％以上達成かつ燃費基準

　　＋20％以上達成車

１．砂鉱を目的としない鉱業

　　平成17年排出ガス基準75

　　％以上達成かつ燃費基準

　　31日までに新車新規登録

　　10％以上達成車

　　　通常税率の概ね25％軽

　　減

    採掘鉱区100アール毎

 年額 400円

　　　通常税率の概ね50％軽

　　平成８年３月31日までに

　　新車新規登録されたディ

　　ーゼル車、平成６年３月

　　課

２．砂鉱を目的とする鉱業権

　の鉱区

    100アール毎

 年額 200円

３．石油又は可燃性天然ガス

　を目的とする鉱業権の鉱区

１の税率の 2
3

（注） 100アール未満の端数

　　減

　　平成17年排出ガス基準75

　　＋５％以上達成車

　　　通常税率の概ね25％軽

　　％以上達成かつ燃費基準

　　されたガソリン車及びＬ

　　ＰＧ車

　　　通常税率の概ね10％重

 (2)　税率の重課
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条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

　る登録又は同法

　録> の規定によ

　法第7条<新規登

　るべき自動車の

 　 登録又は届出

　よる届出がされ

　る自動車に係る

　自動車の取得

　取得

 　 登録を受ける

　べき事由があっ

 平成19年４月１日から

　車の取得

 に取得したもの

 バス・トラック
　 に取得したもの

100 自家用

左に同じ

 営業用
 及び軽
 自動車

 に取得したもの

 営業用
 及び軽
 自動車

0.3
100

100

 平成21年３月31日まで

 　自動車

 平成11年４月１日から

 自家用 3.0
100

 自家用 2.3
100

 バス・トラック以外

 平成20年３月31日まで

 に取得したもの

　の取得

４．重度身体障害者

　又は精神障害者が

　た日から15日を

　経過する日

３．その他の自動

３．身体障害者が自

　ら運転する自動車

　を取得した場合に

　おける当該自動車

  身体障害者又は精

　　取得の日から

　15日を経過する

　日

  体障害者で年齢18

  歳未満のもの又は

 ハイブリッド自動車

1.0
100

  神障害者と生計を

  一にする者が運転

  する自動車を取得

  した場合（重度身

　当該重度身体障害

税　目

0.3
100

税　　　　　　率

5

固定資

産税

 軽自動車以外の自家用

 営業用
 及び軽
 自動車

年３月31

日まで）

以下

 電気自動車、及び天然

 天然ガス自動車

 平成19年４月１日から

  者又は精神障害者

  のために当該重度

 平成19年３月31日まで

 　 １月１日

２．納　期

　第１期

 　 ４月１日～　

　取得価

額につい

て50万円

　に天災その他特別

（減免）

　次の各号に該当す

る者のうち知事が必

要と認めるもの

１．天災その他特別 （平成20

　における当該自動

　　　　４月30日

　第２期

免税点納　　　期

　の事情により滅失

　又は損壊した場合

　の時

２．道路運送車両

　法第13条 <移転

前 年 度 の 税 率

　よる登録を受け

　の事情により滅失

　又は損壊した自動

　車に代わるものと

　認められる自動車

　の取得

２．取得した自動車

　がその取得の直後

　出等> の規定に

左に同じ １．賦課期日 （減免）

 平成19年４月１日から

1.4
100

 　 ７月１日～　

　　　　７月31日

　第３期

 　 12月１日～　

　　　　12月25日

　第４期

　天災その他特別の

事情により被害を受

けた者のうち知事が

12条第１項の表の第

必要と認めるもの

（免除）

　過疎地域内におい

て租税特別措置法第

１号又は第45条第１

項の表の第１号の規

定の適用を受ける償

却資産で条例の規定

取得税

3
100自動車

  精神障害者と生計

 自動車

 昭和49年４月１日から

 平成20年３月31日まで

 に取得したもの 100

　車の取得

　登録> の規定に

　第97条の3<軽自

　動車の使用の届

によるもの

 電気自動車、メタノー

 ル自動車及び天然ガス

 平成11年４月１日から

 　 ２月１日～　

　　　　２月末日

3
100 申告納付

１．道路運送車両

 平成19年３月31日まで

 に取得したもの

 平成21年３月31日まで

 　ハイブリッド自動車

 営業用
 及び軽
 自動車

0.3
100

2.3

 自家用 2.3

 バス・トラック

 営業用
 及び軽
 自動車

0.3
100

2.3
100 自家用

 バス・トラック以外

 営業用
 及び軽
 自動車

 自家用

0.8
100

2.8
100

52



条例で定める免除
及 び 減 免 事 項

 平成21年３月31日までに

 取得したもの

 営業用 1.8
100

税　目 税　　　　　　率

 ＮＯＸ・ＰＭ法対策地域

 で一定の排出基準に適合

 しない自動車〔乗用車を

 除く。〕の廃車代替

 平成19年４月１日から

前 年 度 の 税 率 免税点納　　　期

　該重度身体障害者

 平成17年４月１日から

 平成19年３月31日までに

 取得したもの

 ＮＯＸ・ＰＭ法対策地域

 で一定の排出基準に適合

　又は精神障害者の

  を一にする者が当

  該自動車を取得し

  た場合を含む）及

　び身体障害者又は

　精神障害者のみで

　構成される世帯の

　重度身体障害者又

　は精神障害者が当

　ために当該重度身

　体障害者又は精神

　が運転する自動車

  を取得した場合に

　神障害者と生計を

　一にする者を除く）

　身体障害者又は精

　障害者を常時介護

　する者（当該重度

５．構造上身体障害

　者の利用に供する

  の取得

  おける当該自動車

  自動車又は専ら身

  体障害者が運転す

  るための構造変更

  がなされた自動車

  を取得した場合に

  おける当該自動車

  の取得

６．医療法に規定す

  る公的医療機関の

  開設者が救急自動

  車、へき地巡回診

  療の用に供する自

　車の取得

　動車又は血液事業

  の用に供する自動

　車を取得した場合

　における当該自動

 営業用 100

3.5 自家用 3.8
100

 しない自動車〔乗用車を

 除く。〕の廃車代替

 自家用 100

1.5
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左に同じ

左に同じ

 平成18年４月１日から

 平成20年３月31日までに

 自家用 4.0
100

 低燃費自動車

 環境性能に優れた大型デ

 ィーゼル車

 平成17年重量車排出ガス

 27年度重量車燃費基準を

 満たすもののうち、

(1)

 取得したもの

 車両総重量が3.5tを超え

 るディーゼルのトラック

税　目 免税点納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

 ％以上ＮＯＸ又はＰＭの

 排出量が少ない自動車

 保安基準に適合し、かつ、

 同基準の基準値よりも10

 平成18年４月１日から

 平成20年３月31日までに

 ・バス等であって、平成

(2)

 営業用 1.0
100

 平成17年重量車排出ガス

 保安基準適合車

 自家用 3.0
100

 営業用 2.0
100

 控除

　 取得価格から30万円

 控除

 平成17年排出ガス基準75

 ％以上達成かつ燃費基準

 ＋10％以上達成車

　 取得価格から15万円

 取得したもの

 平成17年排出ガス基準75

 ％以上達成かつ燃費基準

 ＋20％以上達成車
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　猟者の登録を受ける者

5,500円

5,500円

５．第二種銃猟免許に係る狩

４．第一種銃猟免許に係る狩

　猟者の登録を受ける者で、

　当該年度の県民税の所得割

　額を納付することを要しな

　いもの 11,000円

３．第一種銃猟免許に係る狩

　猟者の登録を受ける者で、

　の

　者以外のもの

　猟者の登録を受ける者

5,500円

　次号に規定する者以外のも

16,500円

　除対象配偶者又は扶養親族

　に該当する者（農業、水産

２．網・わな猟、第一種銃猟

　免許に係る狩猟者の登録を

３．第二種銃猟免許に係る狩

11,000円

　受ける者で、当該年度の県

　民税の所得割額を納付する

　ことを要しないもの

税　目 免税点納　　　期税　　　　　　率 前 年 度 の 税 率

（減免）

引取税  平成５年12月１日から 　天災その他特別の

軽　油 １ kℓ につき15,000円 左に同じ 毎翌月末日

 平成20年３月31日まで 事情により被害を受

 の間の引取に係るもの けた者のうち知事が

 １ kℓ につき32,100円 必要と認めるもの

狩猟税 １．網猟免許又はわな猟免許 １．網・わな猟、第一種銃猟 １．賦課期日 （減免）

　に係る狩猟者の登録を受け 　　狩猟者の登録   下記のうち知事が

　る者で、次号に規定する者 　を受ける日 必要と認める者

　免許に係る狩猟者の登録を

　受ける者で、２に規定する

　以外のもの 8,200円 ２．普通徴収の方 １．天災その他特別16,500円

　法による場合の   の事情により被害
２．網猟免許又はわな猟免許

　納期は知事が定 　を受けた者
　に係る狩猟者の登録を受け

　める日 ２．貧困により生活
　る者で、当該年度の県民税

　のため公私の扶助

　業又は林業に従事している

　者を除く。）以外の者

　を受ける者
　を要しないもののうち、控

　の所得割額を納付すること
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２    税  制  改  正

税　　目 主  な  改  正  事  項

個人県民税 ○ 上場株式等の譲渡益・配当等に係る軽減税率の延長

・上場株式等の譲渡益や配当、収益分配金などの優遇税率適用期限の1年延長

○ エンジェル税制の延長

・一定の要件を満たしたベンチャー企業が発行した株式に係る譲渡益および損失への特例措

置の延長（平成21年3月31日まで）

○ 租税条約実施特例法の規定の整備

日本国内居住者が条約相手国の社会保障制度に支払った保険料について、個人住民税におけ

る社会保険料控除の対象の社会保険料とみなす規定の整備

法人県民税 ○ 減価償却制度の見直し（法人県民税、法人事業税）

法人事業税 ・償却可能限度額（取得価額の95％）及び残存価額（取得価額の10％）の廃止

○ 電気供給業を行う法人の託送料金を控除する特例措置の延長（法人事業税）

・他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて特定規模需要に応ずる電気の供給を行う

場合の特例措置の適用措置の延長（平成21年3月31日まで）

個人事業税 ○ 課税対象事業の見直し

・第3種事業である助産師業について課税対象事業から除外

不動産取得税 ○ 非課税措置等の特例措置の創設

・農業協同組合が他の農業協同組合の全部譲渡に伴い取得する不動産について、その不動産

価格の2分の1をその価格から控除する課税標準とする特例措置の創設

・密集法に規定する認定建替計画に記載された新築する建物の用に供する土地を取得した場

合は、不動産価格の2分の1をその価格から控除する課税標準とする特例措置の創設

○ 非課税措置等の特例措置の延長

・河川立体区域の事業のために使用される土地上に建築されていた家屋所有者が代替家屋を

を取得した場合の特例措置の延長（平成21年3月31日まで）

○ 非課税措置等の特例措置の廃止

・鉄軌道事業者が設置する自転車駐車上の用に供する家屋に係る特例措置の廃止

自動車取得税 ○ 自動車税のグリーン化

・低燃費車に係る税率の軽減措置の延長および見直し

・電気自動車、天然ガス自動車に係る特例措置の延長（平成21年3月31日まで）

・ハイブリッド自動車（バス・トラック）に係る特例措置の延長（平成21年3月31日まで）

・ハイブリッド自動車（乗用車）に係る特例措置の見直し

　　平成19年度に取得された自動車の税率　2.2％軽減　→　2.0％軽減　

　　平成20年度に取得された自動車の税率　2.0％軽減　→　1.8％軽減

・メタノール自動車に係る特例措置の廃止

　ハイブリッド自動車

　内燃機関を有する自動車で併せて電気等を動力源として用いるものであって、廃エネル

　ルギーを回収する機能を備えてることで自動車排出ガスの抑制に資する特定自動車

狩猟税 ○ 網・わな猟免許の分割に伴う狩猟税の税率の見直し

・網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者に対する狩猟税の税率の変更

（旧網・わな猟免許取得者16,500円　→　新網猟免許又はわな猟免許取得者8,200円）
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